
マヌーチェフル・バーンの資産とワクブ1）

は

Ｉ

近

　　

藤

　　

信

　　

彰

じ

　

め

　

に

マヌーチェフル・バーンに闘する文書史料

ｎ

　

資産目録の作成

　

１

　

史料間の比較

　

２

　

資産の賓態

Ⅲ

　

資産とワクフのその後

　

１

　

財産の没収

　

２

　

ワクフのその後

お

　

わ

　

り

　

に

　

は

　

じ

　

め

　

に

　

現地語文書史料が豊富とは言い難いイラン史において，カージャール朝期は

時代が新しいこともあり，比較的恵まれた状況にある。しかしながら，特に社

會史・経済史に開わる文書史料はその量に比して十分には利用されて末なかっ

た。その理由としては，帚國主義論や近代化論の影響を強く受けた研究史上の

問題とともに，文書館の不備，閲覧許可取得の困難といった賓際上の問題を皐

げることができる。とりわけ欧米においては，その利用の容易さから，ヨーロ

ッパ人の旅行記や領事報告が主に史料として用いられてきたのである(2)。

　

しか

し，欧文史料がいかに豊富であっても一定の史料的限界があることは言うまで

（1）本稿は2000年９月６日“Religion and Society in Qajar Iran”會議（Ｔｈｅ British

　

Institute of Persian Studies およびThe Iran Heritage Foundation 主催，於

　

Bristol大學）で行った報告“Vaqf and Private Property of Manuchehr Khan

　

Ｍｏ‘tamed al-Dowle”に，その後入手した史料を分析し，大幅に加筆修正したもので

　

ある。

（2）代表的な研究者としてW. Floor.この分野に開する近作においてもカージャール

　

朝期に闘する記述は主に欧文史料に依線している。 W. Floor, Ａ ＦｉｓｃａｌＨｉｓtｏりｏｆ

　

Ｉｒａｎｉ７１伍ｅＳ好ａ玩ｄｓ ａｎｄＱａｉａｒＰｅｒｉｏｄｓ,１５００-１９２５(NewYork, 1998)｡

- １－
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もなく，ペルシア語文書史料の重要性は明らかである。そして，ようやく近

年，イラン本國の状況の愛化により，外國人研究者でも文書史料を利用して研

究を行うことが可能になりつつあり，この分野の研究が飛躍的に進展する可能

性が開けたのである（3）。

　

本稿は，第一に，こうした公刊・未公刊のペルシア語文書史料を利用して，

19世紀前半のイランにおいてもっとも有力な軍人・政治家の一人であったマヌ

ーチェフル・バーンManuchehr Khan Ｍｏ‘tamadal-Dowle の祀會経済的背

景を探ろうとするものである。

　

トビリシ出身のアルメニア人であるこの人物

は, 1804年，第一次イラン・ロシア戦孚の際にイラン軍の捕虜となり，イスラー

ムに改宗，去勢されて，ファトフ・アリー・ジャー（在位1798-1834)の宮廷宦

官となった。ジャーの側近として出世街道を歩み，後宮長官(Ich-aqasI bashi)

を務めたのち, 1239/1824年にギーラーン州知事代理に任命された。　トルコマ

ンチャーイ條約やグリボエドフ事件に開呉するとともに，皇太子にモハソマ

ド・ミールザーを推し，ファトフ・アリー・ジャーの死去に際しては，いちは

やく軍を率いて彼のもとへ馳せ參じた。モハソマド・ジャーの印位後の1250/

1835年には，ファールス州總督代理として，王位を主張したHoseyn ‘All

Mirzaの反貳を鎮話，績いて1252/1836年ケルマーンシャー州およびフーゼス

ターソ州の總督に任じられ，タルト系・アラブ系の諸部族の鏝撫にあたった。

さらに1255/1839年にはエスファハーン州およびアフワーズ地方の知事に任命

され，やがてフーゼスターソ州を加えて南西イランの廣大な領域を支配し，

エスファハーソ市内の無頼集團やバフティヤーリ一族・カアブ族の反気を制話

した。1263/1847年に没するまで，臣下では宰相yajji Mirza Aqasi に次ぐ

権力者であった（4）。また，その富裕なことでも知られており，ある同時代史料

は「カリフの都（－テヘラン）やその他の地方の立派な農地や私有地，水路や

河川の合法的な所有者となった[DA 66〕」と傅えている。

(3)こうした研究状況については,拙稿｢イラン近t止文書研究｣『中東研究』467(2000):

　

23-25.

　

ペルシア語文書史料を利用した吐會経済史の現在の到達鮎として，主に19

　

世紀後半のテヘランの都市研究であるMansiJre Ettehadiyye, Inia Tehr心2むZ

　

(Tehran, 1377 Kh･)･

(4)彼の経歴や政治的活動の詳細については別稿を期したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－２－
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この時期のヤズドやタブリーズ等の地方有力者に闘しては，その祀會経臍的

背景に闘する研究が近年現れっっあるが(5)，マスーチェフル・バーンのような

中央の軍人・政治家については全く研究が行われていないのが現状である。さ

らに，マヌーチェフル・バーンのようなカージャール朝期の改宗エリート・宦

官に開する研究も遅れており，この意味でも大きな意義を持つと考える。

　

さて，本稿で利用したいくつかの未公刊文書史料は，管見の限り従来全く用

いられていないものであり，また古文書學の立ち後れから，前提としてまずこ

れらの史料の性格を明らかにする必要がある。したがって論護にあたっては，

紙幅のゆるす限り，史料の性格・形式等に言及することとする。そして，これ

らの文書の比較検討によって，カージャール朝下の資産所有権の管理の貢態の

一端を示すことを第二の目的としたい。なぜなら，これらの文書がいかなる目

的のために作成され，営時の仕會においていかなる意味を持つたかを明らかに

することが，営時の仕會において資産所有権がいかに保護されていたかという

問題に直結するからである。

Ｉ

マヌーチェフル・バーンに開する文書史料

　

まず，利用しえた文書史料の個別の内容・形式について，紹介することとし

よう。

Ａ臆書類

　　

a

　

1237年Rajab月15日/1822年４月７日附の債務謹書［Ｂｏｎｄ］

　

ペルシア語の原文書ではないが，その英語の翻譚がイギリスの外交文書に含

まれている一通の文書が今回利用しえたもっとも古い日附を持つ文書である。

(5) Ch、'Ｗｅｒｎｅｒ、Ａｎ Ｉｒａｎｉａｎ　Ｔｏ切れ i71 TΓａｎｓitｉｏｎ:Ａ Ｓｏｃｉａｌａｎｄ Ｅｃｏれｏｍｉｃ

　

Ｈｉｓtｏりof ｔhe Elitｅｓ ｏｆ Ｔａｂｒiｚ，　１７４７-1848,(Wiesbaden, 2000),拙稿「ヤズド

　

のバーン家の牡會経済的背景」『東洋學報』76-1 ・ 2 (1994)および英語改訂版“The

　

Socioeconomic Background of Khans of Yazd: An Analysis of their Public

　

Building and Vaqf Endowments",　Ｍ.ａt'ｅｒiaｕエタｏｕｒ
ｒhiｓtoiｒｅ ｅｃｏｎｏｍｉｑｕｅｄｕ

　

mondeかanien, ed. R. Gyselen et M, Szuppe (Paris, 1999).

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－
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内容は, 1230/1815-6年から1237/1822年の聞の商取引の結果，マヌーチェフ

ル・バーンがバグダード出身で彼の地の商人の長であるElias Ａｎtｏｏｎなる

人物に對して48, 565トマーソ(6)の債務を負っていること，そしてこの債務は本

人もしくはその相績人によって支彿われることを，自ら誰言するという内容と

なっている。彼の名前は，テヘランの住人“Manoochehr Khan, Fatteh AH

Shahee”とされている。ジャーの名前がニスバの形で現れるのは珍しいが，マ

ターチェフル・バーンが少なくとも一時はファトフ・アリー・ジャーの奴隷で

あったことを示すと考えられる。残念ながら原文書には含まれていたと考えら

れる契約に携わった人物や誰人の記載はない。

　

この文書で興味深いのは，約５萬トマーソもの金額の商取引をマヌーチェフ

ル・バーンがすでにこの時黙で行っていたことである。彼の名前がカージャー

ル朝の年代記に初めて登場するのは, 1239/1824年(7)ギーラーン州知事Yahya

Mirzaに同行して，州都ラシュトへ赴任した記事であり〔ZQ 226a; ET 147〕，

年代記にその名が現れる以前から莫大な額(8)の商取引をすでに行っていたので

ある。これほどの金額をマヌーチェフル・バーンが扱っていたのは，後宮にお

ける彼の活動のゆえであろう。アルメニア開係の史料によれば，彼は他の宦官

二名と後宮女性のために賓石を一手に購入する組合を作り, 1819年にこの組合

が解散するまで，大きな富を得たという〔Ｍｕｒｄｅｒ 85－86〕。　また，営時地方官

への任官を望む官人たちはジャーへ金品を献上する必要があったが，マヌーチ

こエ=フル・バーンはこの費用を官人たちに貸し付けたという[Ｍｕｒｄｅｒ　７９]。

　

なお，この債務は彼の死後，外交問題となるのであるが，その経緯について

は第３章で明らかにする。

（6）ペルシア語の文書の形式にしたがって，“Fatteh Ali Shah Tomans　of One

　

Miscal"と通貨を指定してあり，これは1230/1814-5年から1244/1828-9年に打刻され

　

た4.64gの１トマーン金貨を指す。また，金額確認のため，「その半分は24,282.5

　

トマーン」であると説明を加えている鮎もペルシア語文書の形式に忠賓である。
（7）［Ｍｕｒｄｅｒ80］は赴任の年を1823年とするが，ここではペルシア語史料に従う。

（8）この金額はたとえば営時ケルマーンから中央政府に迭られる一年分の視額に匹敵す

　

る〔Fraser 217〕。ただし，これはケルマーンで徴収される視の一部にすぎない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－４－
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b

　

1240年Moharram月１日/1824年８月26日附の贈呉誕書(hebe-name)

　　

および附屡文書(ゴレスターン宮殿博物館蔵)(9)〔Tiebe-name〕

　

撞頭分を除いて本文全６行の短い文書である。前文がなく，最初に「……イ

スラーム法の正営な噌沢を行った(hebe-e sahihe-e shar‘iyｅ……namud)」という

定型句で始まる。４行目に同様に定型句の「法的な唐沢の宣言がなされた

(sighe-e hebe-e shar‘lye沁i）」が見られる帥。　テヘラン市の北部Shemlran門

外に位置する２つのカナート

　

Qanat-e Gowharafshan およびQanat-e

Golafshanをファトフ・アリー・ジャーの第６皇子Ｕａsａｎ‘All MirzaMがマ

ヌーチェフル・バーンに贈沢する臆書である。贈沢の代價として, 100ディー

ナールの現金と１タブリーズ・マソ（約3 kg)の小宴が支櫛われた。形式的に

はハサソ・アリー・ミールザーの名が文書の右上端に蓬頭されているのに對し

て，マヌーチェフル・バーンの名は文中にあり，この時鮎ではマヌーチェフ

ル・バーンの地位もさほど高くなかったことをうかがわせる。契約を執行した

のは営時テヘランの

　

Emam Ｊｏ㎡ｅ職叫にあったMohammad Mahdl b.

Mortaza al-Iiasani ａ１-ＵＯＳｅｙｎ迎であり，彼の書込と印㈲は文書の左上端にあ

る。その他の印はハサソ・アリー・ミールザーのものが文末左下部にあるのみ

（9）未整理の文書の閲覧・複寫に開して特別の配慮をいただいたゴレスターン宮殿博物

　

館の開係者の方々に感謝したい。この文書館所蔵の文書を利用した唯一の先行研究と

　

して, Werner, op. cit.

帥

　

公刊されている19世紀噌呉鐙書の例として, Rajabzade 8-10.代價のある贈呉の

　

合法性については，ぶharaye‘368-369.この場合贈呉物件を返却できない。

㈲

　

営時ホラーサーン總督を務めていた。のちに同母の兄ホセイソ・アリー・ミールザ

　

ーとともにフ，一ルスで反亀を起こし，マヌーチェフル・バーンによって逮捕され

　

た。この人物に関しては, Mahdl Bamd凪Ｓｈａｒh-ｅ　heふｅ ｒejal-e Iｒａｎ(Tehran,

　

1363Kh) 1:367-378･

吻

　

語義はもちろん「金曜鎧戸の導師」で，営時はジャーにより各主要都市に一名ずつ

　

任命された。テヘランのエマーム・ジョムエは実際にはフアトフーアリー・ジャーが

　

建設した王のモスクMasjed-e Sh庇の導師であり，このモスクのワクフ管財人を兼

　

ねていた〔Picot 71 ; MA 工92〕。ここで明らかとなるのは，元来カーディーの職務で

　

あったイスラーム法契約の締結をエマーム・ジョムエが撥営している事賓であり，営

　

時高位のウラマーが職・拐胱に開わらず法的契約の締結に携わっていたというヴェル

　

ナーの主張を裏附ける。Werner, 231-234.

㈲

　

この人物については, Mirza Mohammad ‘All Ｍｏ‘Item yablb-abadi, Ｍａｆｅａｒｅｍ.

　

αムｊμΓ（Ｅ§fahan, 1337Kh.-) 1703･

㈲“‘abd-hu Mohammad Mahdl ebn-e Sayyed Mortaza al-Hasani al-Iloseynl”｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－

-
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で㈲，誰人の記載もない。

　

興味深いのは，この文書には一通の附属文書があることである。片面にはハ

サッ・アリー・ミールザーと思われる筆で，「鐙書に記載されている値段で私

はカナートを頁却した」と書かれている。形式的には附興誼書であるが，資質

は頁却に他ならないことを示している。反對側はエマーム・ジョムエと思われ

る筆で，資際にカナートを検分するまでは，契約を認めることができない旨が

記されている。確かに，この文書には附呉物件であるカナートの説明があまり

に簡軍であり，四團も記されていない。しかし，この鮎については次の文書で

明らかとなる。

　

なお，この文書はＤ．王室鐙書目録にも記載されている。この目録によれば

ゴレスターン宮殿博物館にはさらに多くの関係文書が所蔵されている可能性が

高いが，現時鮎では整理が不十分であり，文書の我見は困難である。

　　

c

　

1259年Ｒａｂび１月/1843年４月附合意臆書〔ｍｏがSlehe-name〕

　

すでに原文書の寫貝および校訂テキストが雑誌に公刊されている的。原文書

の本文は全17行で，定型句「……イスラーム法の合意を行った（ｍｏがalehe-e

shar‘iyｅ……namudand)」が３行目に，契約の完了に開する表現が11行目から12

行目に現れる吼

　

テヘラン北部近郊のQanat-e Golafshan とそれに附属するものすべてをマ

ヌーチェフル・バーンがMohammad Hasan Khan Sardar lｒａｖani叫へ,100

㈲
叫

　

“kalb-e astan-e‘AH ebn-e Musa al-Reza yasan ‘All 1238”｡

　

この文書の校訂には細部に疑問の鮎が多く，寫真版と對照する必要がある。たとえ

ば, 1.2 sadaf-raqam→§adaq-raqam, madar･ｅ khame→medad-e khame, 1.6 va

　

be-iadide va al-qadime→aw al-jadldat va al-qadimat, 1.9 jonubiyye→jonubiyan,

　

1.11 ala be-nahj→ala nahj, 1.14 khesarat→khiyarat, 1.18 men shahr→men

　

shohurなど。捺頭部がどこに挿入されるべきかも示されていない。

㈲

　

合意鼠書は19世紀のイランでは非常によく見られ，たとえば〔Rajabzade〕に含ま

　

れる60の文書のうち半敷以上が合意契約を含んでいる。解脱としては〔Rajabzade

　

ii〕。この文書集を見れば明らかなように，紛争解決のための合意だけではなく，頁

　

買や賃貸，條件附き責買（beｙ‘-ｅshart,賞質的な高利貸）などが，この契約で行わ

　

れた。

叫

　

「黄色い獅子(Saru Arslan)」の異名で知られるイラン・ロシア戦争の最前線で

　

活躍した有力な軍人で彼の経歴については, Bamdad, 1:329-333｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－6－
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ディーナールの銅貨帥と１ジャー・マソm 6kg)の小宴を代價として，譲渡

するという内容である。この文書ではマヌーチェフル・バーンの名前も，モハ

ソマド・ハサソ・バーンの名前も右上端に撞頭されている。

　

先の文書にも現れたカナートの説明が，この文書では詳細になされている。

このカナートはファトフ・アリー・ジャーの建設した夏の離宮Qasr-e QajarR

の北側に接し，シェミーラーソ道沿いで，東をQasr-e Qajariyye川，西を

‘Abbas-abad川に團まれ剛，北方向に二股に分かれ，一方がQolhakへ他方が

Zargondeに通じていた。

　

この文書のなかには先の文書で現れたもう一つのカ

ナート，ゴウハルアフシャーソの名前が見えないが，この２つの流れの一方が

それにあたるのかもしれない。なお，ゴルハク，ザルゴソデは今日も地名が残

り，ガスレ・カージャールの位置が今日のガスル刑務所および警察大學斡であ

るとすれば，直線で南北５ｋｍ強の長さを流れたことになる。物件がカナート

であるにも開わらず四團が示され，カナートを濯漑とする土地が物件に含まれ

ていた可能性がある。

　

契約にあだったのは先述のエマーム・ジョムエ，モハソマド・マフディーと

その甥である

　

Sayyed Abu al-Qasem b. Mohammad Mohsen al-Hasani

al-Hoseyni^であり，いずれもテヘランの有力ウラマーである。営時，マスー

チェフル・バーンはエスファハーン知事であったが，物件がテヘランにあった

ため，テヘランのウラマーに文書作成を依頼したのであろうか。謐人は一名で

ガズヴィーン連除の長であったMohammad Taher Khan Qazvlni^であっ

た。

㈲

　

原文はyek sad dinar ｖajかｅ siyah-e se‘adad yek §ad dinar (3個で100ティー

　

ナールになる銅貨で100ディーナール)。

匈離宮の描寫は, ＲＳ　９:338-339. 挿檜は〔Morier 226-227〕｡

剛

　

この２つの川の位置については，ナーセロッ・ディーン・ジャー期のものとされる

　

地圖參照。H. Bahrambeygu１,　Ｔｅｈｒａｎ：Ａ７１ＵｒｂａｎＡｎａりｓiｓ(Tehran, 1977) 22･

図Saｙｙed ‘Abd al-Hojjat Uoseyni Bolagh1,　Ｔａｒikh-ｅＴｅｈｒａれ(Qom, 1350Kh･):

　

Qesmαt-e shor?iS.llり･a mozafat 70.

倒

　

叔父の死後エマーム・ジョムエ職に任命される。彼については，Ｍｏ‘allem, 547-

　

549。なお，校訂者は彼の父の名をモフセソ・モハソマドとしているが，誤りである。

叫

　

この人物は，マヌーチェフル・バーンのファールス遠征に同行している。Bamdad,

　

6:239-240.なお署名は校訂ではmohr-e Taher Qazvlnl となっているがMohammad

　

Taher Qazvini の誤り。

- ７－
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ところで，先の文書についても言えることだが，カナート譲渡の代價はあま

りに安く市場價格とはおよそ考えられない叫。この取引にはなんらかの理由が

あったはずであるが，史料は何も語らない。また，２つの文書を合わせればマ

スーチェフル・バーンはこのカナートを購入後19年で同價格で譲渡したことに

なり，カージャール朝の高官の聞で，こうした不動産の取引がかなり頻繁に行

われていたのではないかという推測が生まれる。

　　

d

　

1260年Rabi‘ 1月/1844年３－４月附のワクフ但書

　

マスーチェフル・バーンのワクフ但書の謄本が，ワクフ廳テヘラン州支部に

残されている〔Vaqfname〕匈。

　

ウラマーの認匯等を含め總計219行にわたるかな

り長い文書である。謄本が作製されたのは1310/1921年，ワクフ・教育省の用

紙に書かれているが，原文書の形式はかなり崩れており，利用に注意が必要で

あることは言うまでもない。

　

52行目から始まる前文は３つの詩やクルアーン等アラビア語の引用を含んだ

華麗な文腰である。マヌーチェフル・バーンの名がなかなか現れないが，これ

は筆寫者が彼の名前が撞頭してあることに気づかず，欄外(hashiye)として最

終行に持ってきたためであり，意味的には78行目の彼を頌える詩の前に挿入さ

れるべきであろう。

　

ようやく112行目から本文に入り，まずこのワクフを行う経緯が示される。

　　

紳の導きによって，柴春あるあの大アミールの成功が，天國にいらっしゃ

　　

る亡きサーヘブゲラーソ陛下匈一紳よ，彼の地位を高め，彼の前に天國

　　

をおきたまえｰの時代にこれから述べる村々やマズラエのワクフに一致

　　

し，もっとも學識の高い敷名のウラマーの印で押印されたワクフ謐書が作

叫

　

たとえば, 1241/1825年にマターチェフル・バーンが購入したガスレ・ガージャー

　

ル附近の別のカナート(Zarafshan)の價格は600トマーソである〔Ｑにぶｅｊａに61〕。

叫

　

1998年の調査の際にこの文書を閲覧・複寫することができた。現用文書であるにも

　

かかわらず，許可をくだされたワクフ省関係者の方，および紹介の努をとって下され

　

た多くの方｡々に感謝したい。なお，このコレクションについては，‘Emad al-Din

　

Sheykh al-Hokama'iバAsnad-e vaqf-e Ostan-e Tehran dar Ｂａｙがini-emarkazl-e

　

Sazman-e Owqaf va Omur-e Kheyriyye"， Mtras-e javldan 28 (1378Kh.):141-

　

167.

匈

　

フ，トフ・アリー・ジャーを指す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－８－
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成された。しかしながら，真正さの條件に訣け，そのワクフとワクフ雁書

に契約の未完了があり，その訂正と補訂，確定と完成が必要であった。そ

こで，以前の時代よりより完全で，地上のスルタン達の治世の妬みのまと

である〔スルタンの子であるスルタソ，モハソマド・ジャー陛下一紳よ

彼の王権を永遠ならしめたまえ一の〕卿偉大なる御代，壮大なる治世に

おいて，スルタンの都エスファハーソからバスラの國境までの統治権とア

ミール位がこの威巌ならぶもののない大アミールに委ねられたとき，前述

のワクフの改訂と完成，確定と完了を行うこととなった。時のウラマーの

なかでもっとも學識のある者，諸時代の法學者のなかでもっとも優れたも

の，イスラームとムスリム達の真貴の友，貧者と貧民の避難所，時の無類

なる者，時代の唯一なる者，諸道の導き手，あらゆることの師，諸美徳の

なかの高貴なる者，諸槃嬰のなかの優れたる者，諸モスクの燈火，諸ミン

バルの明かり，清浄なる子孫のなかの槃春，もっとも偉大で柴春あり崇高

なる師〔Hojjat al-Eslam Aqa-ye IJajjiSayyed Mohammad Baqer 様押の導き

　　

により，以下の物件を宗派の永遠の正営なワクフ，宗教の永久なる明白な

　　

ハブスとされた匈〔Vaqfname ｌ.112―120〕。

　

ここでまず，明らかになるのはこのワクフ但書はファトフ・アリー・ジャー

期に行われたワクフ但書の改訂版であるという黙である。しかしながら「真正

さの條件に訣け」という抽象的な表現では，いかなる問題がその但書にあった

かは不明である呪衣にエスファハーソ知事であったマヌーチェフル・バーン

が契約を依頼したのが，営時エスファハーソでもっとも著名なウラマー，モハ

ソマド。バーゲル・ジャブティー帥であった鮎である。後述するように，ワク

叫

　

撞頭部分。謄本218行にあり。

凶

　

撞頭部分。謄本最終行にあり。

匈

　

下線部が定型句“vaqf-e sahlh-e mo'abbad-e raelli va habs-りarih-e mokhallad-e

　

dini farmudand"｡

㈲

　

カージャール朝期のワクフ誕書の改訂問題について，筆者はすでに以下の報告を行

　

っている。 “Vaqf of Ostad‘Abbas: Revision of Deeds in Qajar Tehran" Inter-

　

national Workshop on Persian Archival Sources (1999年12月４日；於東京大學東

　

洋文化研究所)。

幼

　

この人物については，Ｍｏ‘allem, 1614. Bamd昿3:304-307. Algar はフアトフ・

　

アリー・ジャー期のイランで政治的にもっとも有力なウラマーであったとする。 Ｈ.

　

Alga:！,Ｒｅｌｉｇｉｏｎ　ａｎｄ Ｓtａte i71 lΓα７１１７８５-1906(Berkeley and Los Angeles。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－9－
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フ物件はすべてテヘラン周漫にあること，對象施設のタキーエーもテヘラン市内

にあることを考えれば，やや奇具に思われる。しかし，この護書がエスファハ

ーソで作成されたことは，立憲革命期の著名なモジュタヘド, Sheykh Fazl

ollah Nurl の1315/1898年の書込〔Vaqfname 1.40―44〕糾でも明らかである。

　

次にワクフ財の説明がなされる。テヘラン南西のPashapuye郡とGhar郡

にある村および水利権が皐げられている（表１の網掛け部分）。

　

これらはフタフ

の前にはマヌーチェフル・バーンの私有財産であった。このうち, Maqsud-

abadが11/13と中途半端な割合であるのは，残りがテヘランのハキーム・マ

ドラサのフクフ財であったためであろう㈲。

　

績いて，ワクフ對象者としてイマーム・フサイン，テヘラン在住の貧しきサ

イェド達・學生息

　

自らの親族で12イマーム派に蹄依し，現在も信仰を保って

いる者を皐げる。具膿的なワクフ財からの収入の用途は，正税（maliｙ０ ，臨

時税（‘avarezat,saderiyat~　を差し引き，フクフ財の維持，修理費を除いたのも

牧入を10等分し，1 ／10 がワクフ管理料としてワタフ管財人(motavalll)へ，

1／10がテヘランに彼が建設したタキーエ（イマーム，フサインの服喪行事を行う

施設），2 ／:LOがテヘランに在住の貧しきサイェド，學生達に，4 ／10が兄弟

の息子であるMirza Gorgin Ｋｈａｎ㈲とその子孫，および他の兄弟・兄弟の

子孫，父方の親族のうちでイスラームに改宗したもの，2 ／10が母方の叔父

Esfandiyar Khan の子Mohammad Qasem Ｋｈａｎ的とその２人の兄弟，３人の

姉妹，およびそれらの子孫，さらに他の母方のいとこや親族でイスラームに改

宗したものに分配されることになっていた。そしてこれらの親族が絶えた場合

には，親族分の6／10はシーア派の聖地ナジャフの貧しきサイェド，學生，巡

　

1969) 60.

叫

　

「故Ｕｏ」」atal-EsIam Ha」」iSayyed Asad ollah を始めとするスルタンの都エス

　

ファハーソの賢者と法學者の筆と印で飾られているこのワクフ臆書は完全に真正であ

　

り，究極に有数である」とある。 Sajjl Sayyed Asad ollah は耳ajji Sayyed

　

Mohammad Baqer の子。

叫〔Vaqfname-e Baha ａｌ･Ｄｉｎ〕この文書の日附は1131年Ziljejje月19日/1719年11月

　

19日。なお，ワクフ財の割合は1/14で岨賠がある。このマドラサは1269/1852-3年の

　

建物調査書には現れず, Masjed-e ^akim〔Ａｍａｒ･124〕がそれを指すと思われる。

叫

　

この人物は，マフーチュフル・バーンの死後10萬トマーソの現金を献上してエスフ

　

ァハーンの總督となったことが知られる□V7 Ill 109〕。

匈

　

この人物に開しては不明。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－10－
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優者に典えられた。

　

最初のワクフ管財人はマヌーチェフル・バーン自身で，彼の死後の優先順位

は，１．父方の男性親族のうちでもっとも敬虔かつ公正な人物，２．母方の男

性親族，３．女性親族で，代々徴承することとし，親族の子孫が絶えた場合に

はテヘラン在住のウラマーのうちもっとも學識があり敬虔なものが管財人とな

るように定められた。

　

また，ワクフ文書の規定によればテヘラン在住の敬虔

なる法學者のうちから監督人（ｎ財ｅｒ声を選び，ワクフ管理料1 ／10のうちの

１／５がこの人物にあたえられることになっていた。この監督人は毎年管財人

の決算書を監査する義務を負っていた。

　

以上が但書の内容であるが，この第一の特徴は親族・子孫を受盆者とする家

族ワクフ的性格が強いという黙である。彼の建設したタキーエに開する費用や

貧民に對する喜捨を含んでいるものの，管理料を合わせれば必要経費を除いた

収入の68%,タキーエの費用の約７倍が親族およびその子孫の取り分となる。

一般的傾向として，家族ワクフは小規模のものが多く，寄進者の社會的地位が

高まり，ワクフの規模が大きくなれば，ワクフの慈善性・公共性がより高まる

と考えられるから闘，このように大規模な家族ワクフの存在は，やや特異であ

るように思われる。

　

もちろん，マヌーチェフル・バーンが異郷の出身者であ

り，不安定な立場にあったがゆえに，財産の保全のためにより確賞なワタフと

いう手段が取られたと考えられるが，興味深いのは通常の家族ワクフと異な

り，イスラーム法によって定められた均分相績による財産の分割を防ぐという

側面がまったくないことである。

　

第二の特徴は，マスーチェフル・バーンは宦官であったため直系の子孫はな

く親族を受盆者としているのであるが，その條件として，イスラーム・シーア

派に改宗して，信仰を保持していることが皐げられている鮎である。イスラー

ム法による限り，ワクフの受盆者がムスリムである必然性はなく，ズィソミー

（被保護民である非ムスリム）であっても構わない叫。

　

一方，遺産相績の場合に

㈲

　

19世紀のテヘランでは，ワクフ管財人をmotavalli,これを補佐し，監督する監督

　

人をnazerと呼ぶのが通例であった。

倒

　

こうした傾向を明らかにした研究としてオスマン朝の例であるが, K. Hayashi,

“The Vaktf Institution in 16 th-Century Istanbul”,　ＴｈｅＭｅｍｏｉｒｓｏｆ　ｔｈｅＲｅ･

ｓｅαΓｃｈｄｅｐａｒtｍｅｎｔ０／ＴｏｙｏＢｕｎｋｏ　50(1992) 93-1工3.

－11－
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はムスリムの相績人はムスリムに限定されている帥。

　

マヌーチェフル・バーン

の場合は，トビリシに残った親族はもちろんのこと，カージャール朝へ身を寄

せた親族のなかにも，甥Soleyman Khan Sahham al-Molk のようにその墓

地がアルメニア教會にあるなど，キリスト教の信仰を守り績けたと考えられる

人物が含まれていた㈲。

　

イランにおける彼の親族のなかでもっとも著名であっ

たソレイマーソ・バーンの名がワクフ鐙書のなかに登場しないのは，この人物

はイスラームに改宗しなかったためであると考えられる。

　

このような意味では，このワクフ文書の規定は，シーア派法上の遺産相績の

規定により近いものであると言えよう。異なる黙は以下の２鮎である。第一に，

遺産相績の規定においては，兄弟の子孫が存在した場合，いとこおよびその子

孫には取り分がない力沁，このワクフ文書の規定ではいとこにも取り分を認

め，さらにムスリムであれば，これらに含まれない父方の親族(aqareb･e abl),

母方の親族(aqareb-e ommi)にも権利がある。第二に，遺産相績の規定では遺

産分割後にイスラームに改宗した親族には相績権がない力沁，このワタフ文書

の規定では後に改宗した親族もその改宗の時黙で受盆者となることができる。

フスーチェフル・バーンは，このワクフ文書の規定により對象親族の範團を廣

げ，廣く援助を呉えるとともに，親族により時間をかけたゆるやかな改宗を求

めたといえるかもしれない。

　　

e

　

1264年Safar月/1848年２月附の陳述書〔Nazr〕

　

國立文書機構の分類で國庫(khazane:296)に収められているが，どのような

来歴の文書であるかは不明であり，関連文書もない。全７行の短い文書であ

叫ぶみαΓり♂347; Ｌ.Bakhtiyar, EncyclopediαげゐZαmic£αw (Chicago, 1996)

　

260.

帥
㈲

徊
帥

　

ShαΓａｙｅ　1441-1442; Bakhtiyar, 290.

　

ｙαqaye'105（24 Rabi‘1 1269 AH):3.テヘランのガズヴィーソ門近くアルタニ

ア歌會に埋葬され，葬儀の費用はナーセロッ・ディーン・ジャーが下賜したという。

バームダードはマフーチェフル・ハソの兄弟とするが(Bamd昿2:115),誤り。別

の甥Rostam Khan （d. 1258/1842)の墓はエスファハーン，ジョルフアーのアルメ

ニア教會内にある。 Ｌｏぴollah Honarfar, Ganjlne-ｅ ａｓａｒ-ｅｔｄｒlkhl-ｅ　Ｅがａｈａｎ

(Tehran, 1350Kh･)518.

　

Sharaヌ‘1435; Bakhtiyar, 299.

　

Sharaye' 1444-1445; Bakhtiyar, 290｡
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り，右端にその陳述を認める２名の法學者と思われる印㈲とアラビア語の書込

がなされており，シャリーア上の正営な手績台が踏まれたことを示している。

特に定型句などは含まれていないが，右欄外の書込が「彼は，我が面前でこの

通りに認め，陳述した(aqarra wa i‘tarafabi･ma fi-hiladayya)」とあることか

ら，陳述書(e'teraf-name,eqrar･name)の一種であると考えられる。　Ahmad b.

Mohammad Kazem Ｍｕsａｖ押なる人物が，自分のところに預けられていると

言われていた亡きマヌーチェフル・バーンの現金(tankhah)について，これか

ら千年のちまで，１トマーソから10萬トマーソまでの金額が自分のことろにあ

ったという事賓が確認されても，それは寄進(Nazr)してしまったと述べる。

そして，具膿的には合法的に貧者やサイェド，相庖しいもの(arbab-e estehqaq)

に５萬トマーソを呉え，イスラーム法上なんら問題がないと陳述する。

　

残念ながらアフマド・ムーサヴィーがいかなる人物であるのかは不明である

が，少なくともマヌーチェフル・バーンの遺産が現金の形で５萬トマーソも存

在したことがわかる。寄進の動機は，後述する政府による財産の没収や債権者

の追求を逃れるためと考えられる。

　

Ｂ

　

テヘラン建造物調査報告書

　

すでに公刊されている1269/1852-3年のテヘラン建造物調査報告において

も，マヌーチェフル・バーンの所有していた不動産が明らかとなる。

　

まず，浴場と厩舎を備えた邸宅(‘emarat)がアルグ街区にあった〔Amar 44〕㈲。

ここはジャーの宮殿に近い特別な地区であり，やはりジャーとの密接な開係が

うかがわれる。

　

次に，バーザール街区の西側のPachenar地区に33軒のマヌーチェフル・バ

ーンの店舗が皐かっており，｢ジャーのものとなった｣とされている。そのう

㈲

　

２つの印ぱfakhr al-khatam al-anbiya muhammad”および｀‘al-mutawakkil

　

ila allah al-‘ah'abd al-baqi”　なお，この文書の裏にも２つの印がある執筆者の

　

持つコピーでは判讃不能。

帥

　

文書の左下の印で判明(Ahmad b.Mohammad Kazem al-Musavi)。

帥

　

なおこの記述は，軍に「モウタマドッ・ドウレの邸宅」とあるにすぎないが，次の

　

この蒔胱の下賜が，工275/1858年に‘Abbas Qoll Khan Javanshir に對して行われた

　

ため〔‰9りe 397:（30 Moharram 1275AH):31，マヌーチェフル・バーンを指す

　

と考えてまい。パーチェナールの店舗についても同様である。
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ち，31軒は閉鎖されており，残り２軒は飼葉商店(‘allafi)と大工店(najjarl)で

ある〔Amar 181]。さらに西のSayyed Nasr al-Din通りに製麺麹店(khobbazl),

食料品店(baqqal),肝焼店(jegarki),掛け剥ぎ店(μΓeduzl),および空き店舗

各１軒，計５軒が｢故マヌーチェフル・バーン｣の財産として皐がっている

〔Amar 182〕㈲。また，マヌーチェフル・バーンのような高官で，晩年は地方へ

赴任していたにもかかわらず，テヘランに生活に密着した店舗を所有してお

り，おそらくは賃貸収入を得ていた事貢は興味深い。

　

一方，ホセイユー・ボラーギーは，マヌーチェフル・バーンが1260/1844-

5年にタキーエ近くの３軒の店舗をタキーエのワクフとしたとする力湘，この

鮎を建物調査で確認することはできない(後述)。また，調査の時鮎での｢ジャ

ーのものとなった｣とされている以外の店舗のステータスは，次の没収財産目

録との関係で問題となるが，不明のままである。

　

彼の名前を冠した建物としてはさらに前述のタキーエ〔ｊﾀ･ndr 172〕の他，厩

舎と印刷所が同じバーザール街匪にあったことがわかる〔Amar 174〕。　この印

刷所は，遅くとも1241/1826年創設のテヘランで最初の活版印刷所であった

〔MS 393〕。マヌーチェフル・バーンが, Mirza Zeyn ａ１-‘AbedinTabriz! を技

術者として，２萬トマーソもの投資をして建設したものである帥。

　

タルアーソ

やハディースなど主にイスラーム関係の書物を80萬部も出版したという。彼が

近代印刷技術の導入に貢献したことを示すとともに，改宗者でありながらイス

ラーム宗教書の出版に底力したさまが浮かんでくる。

　

Ｃ

　

王室財産目録

　

カージャール朝下ではモハソマド・ジャー期およびナーセロッ・ディーソ・

ジャー期にそれぞれ王室財産(khale§ｅ）の目録が作られたことが知られている

が匈，実際にこの重要な史料を検討した研究はこれまでのところ存在しない。

助

　

エッテハーディーエはマヌーチェフル・ハーフの店舗の總計を35軒とするが，38軒

　

の誤りである。 Ettehadiyyｅ,　Ｉｎｊａ,Ｔｅｈｒａｎ　ａｓｔ,　180，

帥

　

Hoseynl BolagVii,　Ｔａｒikh-ｅＴｅｈｒａｎこＴａｒikh-ｅ‘ｏｍｕml-ｅＴｅｈｒａｎ７９、

㈲

　

以ｏｓｅｙｎMahbubl Ardakan1,　Ｔａｒikh-・・。'assesat･ｅはｍａｄｄｏｍ｡ｅ ｊａｄｉｄｄａｒ

　

みan (Tehran, 1353Kh.) 1:214｡
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筆者はモハソマド・ジャー期の１種〔ＫｈａＸｅｓｅ-Ｍ〕およびナーセロッ・ディー

ン・ジャー期の２種の寫本〔ＫｈＭりｅ-NI,II〕を手にいれることができたが，こ

こで嶮討するのは後者である。まず，成立年代であるが，Ｗ．フロールは２次

文献に基づいてこれを1275/1858年から1286/1869年の聞に作成されたとする

昿

　

テヘラン大學寫本の最初の頁には宰相Mirza Aqa Khan のものとされる

書込があることから，彼の在職中1268/1851―1275/1858年に作製された可能

性が高い。

　

この目録の構成は，ａ．過去の諸王朝から徽承した財産(khale§e-e qadim)

〔1 1―184;II 1―238〕，b.個人から没収した財産(amlak-e zabtl)〔1185―297;

II 239―419〕，ｃ。ナーセロッ・ディーン・ジャーが相績もしくは購入した財

産〔1 298―328;II 420―454〕となっており，それぞれの所在地ごとに分類され

ている。そのうち，ａに関しては，モハソマド・ジャー期のiKhaleｓｅ-Ｍ:〕のう

ち，失われたもの，荒度したものを除いたリストとなっている。後述するよう

にマヌーチェフル・バーンの財産は彼の死後，政府により没収されたため，こ

の目録に記載されることになったのである〔ＫｈＭりｅ-Ｎ工293―294;II 468〕。

　

さて，この目録から，ギーラーンおよびテヘランに多くの不動産を彼が所有

していたことがわかる。最初の地方赴任先であったギーラーンではラシュト周

逼の14村，アソザリーの浴場・店舗などが皐かっている。これに對して，テヘ

ランでは８村が単げられている。

　

一方，この目録に関して，いくつかの疑問の鮎がある。まず，ファールスと

エスファハーソが空欄である鮎である。總督やその代理を務めたこれらの地方

に財産が存在しないのは不自然である。また，同様に總督を務めたケルマーン

シャーやフーゼスターソに至っては，立項すらされていない㈲。

　

さらに，テヘ

ラン分については，建物調査書に皐かっていた都市の不動産が全く含まれてい

ない。これらの事賓は，このリストが不十分なものであるか，あるいはマヌー

帥

　

A. K. S. Lambton,£α,zぶθΓｊand ？・αぶαMi刀Persia (Oxford, 1953) 238;

　

Floor, 337-338.

㈹

　

少なくとも，マヌーチェフル・バーンは，ケルマーンシャーに一つのモスクを建設

　

し〔MM １５ａ〕，シューシュタルでは二つのイマームザーデを修復している〔MM

　

30a-30b〕ことから，これらの地方との関係も深かったと考えられ，資産がなかった

　

とは考えにくい。
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チェフル・バーンの資産のうち，一部だけが没収されこのリストにされた可能

性を示唆している。この問題はさらに次の王室謹書目録との比較において検討

する必要がある。

　　

Ｄ

　

王室但書目録〔Ｑα回匈副

　　

1290/1873年営時にゴレスターン宮殿の後宮の財賓庫(khazane-e mobarake-e

　

andaxilnl)および金庫（§anduqkhane-'e mobarake)に保管されていた但書類713通

　

の目録である帥。従爽學界では全く紹介されていないこの目録が作成された理

　

由について直接の言及はないが，王室財産の管理上，所有権の根攘となる但書

　

類を整理する必要があったためであると考えられる帥。すなわち，所有権の根

　

攘は王室財産であっても個別の阻書であり，オスマン朝のような法廷毫帳では

　

なかったのである。但書の大半は不動産の責買契約文書であり，それそれにつ

　

いて貨却者，購入者，物件，價格，日附が記されている。購入者はガージャー

　

ル朝の歴代のジャーおよび一部の宮廷官人であり，この購入者ごとに分類され

　

ている。ここにも，マヌーチェフル・バーン関係の但書62通に開する記述があ

　

るが〔Ｑａｖａｌｅｉａt155―169〕，これも彼の財産が死後没収されたことによるので

　

あろう。いずれにせよ，マヌーチェフル・バーンの経済活動に開するもっとも

　

網羅的な史料であることは疑いなく，その詳細な検討は次章で行う。

　　

問題は，もとの但書が現存しているか否かである。これについては，ゴレス

　

ターン宮殿博物館における文書整理作業の進展を待つしかないが，少なくとも

　

筆者が2000年夏に行った調査の際に閲覧したテヘラン関係の但書類27通はすべ

f;

　

てこの目録に記載されており，同博物館に現存する但書類と對座開係にあるの

　

は間違いない。

　　

一方，但書が存在するということはそこに記載されている物件は基本的に王

　

室財産であったと考えられるのであるが，後述するようにＣ．王室財産目録と

　

の間にも岨隠がある。また，Ａ．但書類のうち，この目録に記載されているの

叫

　

この史料の複寫を許可されたBahman Bayani氏に多大なる感謝の意を表したい。

　

なお，本史料の網羅的な検討も今後の課題としたい。

肉

　

物件購入の際，関連の瞭書が購入者に引き渡されることについては, 13-14世紀の

　

例であるが, M. Gronke,£)εΓmischeim Vorhof der Macht (Stuttgart, 1993) 219.
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はｂ．附呉没書のみであり〔Ｑαvalejat 162〕，同じカナートを譲渡したｃ．合

意没書は記載されていないのである。カナートの譲渡とともに，謹書ｂは所有

複を保没する鼓力を失っているわけであるから，論理的には破棄されるか，あ

るいは没書ｃとともに，所有者に移管されるべきであるが，カナートが他人の

手に渡っているにもかかわらず，阻書ｂが國庫に保存され目録に記載されたの

である。

　

ｎ

　

資産目録の作成

　

これまで紹介した史料を組み合わせて，マスーチェフル・バーンの資産リス

トを作成した（表１）。このリストは，ワタフ財やのちに責却されたことが確認

できる資産も含めてある。この他にもたとえばボンベイにマスーチェフル・バ

ーンが相営の資産を持っていたことが知られており〔Murrey〕，完全なもので

あるとは言えないが，少なくとも，従来では考えられないほど詳細なものであ

ることは疑いない。以下この表の分析を試みる。

　

１

　

史料開の比較

　

表１を一瞥すれば明らかなことは，それぞれの史料の指すマターチェフル・

バーン所有の不動産物件が，あまり重ならない黙である。すでに指摘したよう

に，Ｃ．王室財産目録にはテヘランとギーラーンのみの物件が皐げられていた

が，Ｄ．王室阻書目録にはこれに加えて，エスファハーソ，ファールス，ガズ

ヴィーンの物件に間する屋書が含まれている。また，物件が相互に對画すべき

ギーラーンとテヘランに開しても，ギーラーンではトゥーラム地方とシェイ

プ・アリー。バスト村，テヘランではケナーレゲルド村を除いては，全く對画

していない。そのうち，シェイプ・アリー。バスト村に開しては６ダーング

分の阻書がそろっているものの，ケナーレゲルド村については５ダーング分

しか阻書がない。また，トゥーラム地方に間しても王室財産目録は｢臣民の

(ｒａ‘iyati)村を除くすべて｣とするのみで，個別の阻書に對画しているわけでは

ない。もちろん，この２つの目録の對座間係については，雨目録全倣を比較検

討しなければ最終的な結論はだせないが，あまりに不一致であるように思われ
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る。すなわち，王室財産目録のこの部分は個別の阻書に基づいて作成されたわ

けではないと考えられるのである。もう一つの例はヴァラーミーソのヘイル・

アーバード村である。この村は王室財産目録には記載されていないが，阻書は

没書目録には含まれている。ところがこの村がハーレセとたっていたことは別

の文書史料〔Yaramin:25b―26b〕叫によって確認でき，王室財産目録の不備が明

らかとなる。

　

特にＤ．王室阻書目録にはマヌーチェフル・バーンの都市の不動産に闘する

記述がほとんど見られない。唯一の例外はエスファハーソの王のモスクの裏に

あったパーク（園地）肉である。

　

Ｂ．テヘラン建造物調査書に含まれているテヘ

ランの不動産，およびＣ．王室財産目録に含まれているアソザリーの不動産に

闘する阻書は，Ｄの目録には含まれていないのである。Ｃの目録が作成された

のち，これらの物件に開する阻書が失われたり，また，含まれている物件が頁

却されるなどしてステータスが愛おった可能性もある。しかし，たとえば，エ

スファハーソに闘しては比較する史料が全くないものの，總督を８年間も務め

たマフーチェフル・バーンが全く都市不動産を所有していなかったとは考えに

くい。もっとも豊富な情報を持つ王室阻書目録も，この鮎で史料的限界を持っ

ているのである。

　

以上のような，それぞれの持つ史料の限界，そして史料間の内容の鮭賠は，

カージャール朝下で統一的な不動産管理，王室財産管理がなされていなかった

ことを反映している匈。そして，その中でもっとも大きな問題は，マヌーチェ

フル・バーンの設定したフクフ財であるハーソロダ村，コレイソ村，フィール

ズ‘アーバード村が，没収され，王室財産に組み入れられている黙であるが，

これについては第３章で検討する。

伽

　

この史料に闘してはM. Ettehadie Nezam･mafi.“The Khal≒ah of Varamin”，

　

乃nternational Journα/ of Middle East Studies 25 (1993):14 n.３ and n.4.

紳

　

このパークに開する言及は，J 25; Hajii Mirza 5asan Khan Jaberi Ansari,

　

Ｔａｒifeh-ε均かなﾀｚｗＲり･74んameかhan (bi-ja, 132lKh.) 340.

的

　

誕書の國家への登録，および土地豪帳の作成は19世紀後牛の近代化政策のなかで問

　

題となるが，これに闘しては, Mobammad TaqI DamghanI Avvalin qα。anln-e

　

Iｒａｎｑahl aｚＭａｓｈｒｕtiｙａｔ(bi-ja,1357Kh.) 121-149｡
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２

　

資産の賞態

　

まず，資産の規模であるＡｓ　Ｑａｖａｌｅｉａtに現れた不動産購入價格を単純に合

計すると，合計約２萬9000トマーソとなる。表１が示すように，他の史料に｡は

その價格に開する記述がないことから，これはマヌーチェフル・バーンの財産

の一部の價格にすぎない。また，前述したように不動産の價格にしても，すべ

てが市場價格であるとは考えられない。しかし，前述した約４萬9000トマーン

の債務，および５萬トマーソの現金の遺産を考えれば，この敷字は意外に少な

いという印象を受ける。少なくとも，資産の大半が不動産であったとは言い切

れない。現金やその他の動産もかなりの部分を占めていると考えられる。

　

次にワタフ財と資産の開係であるが，資産のなかに占めるワクフ財の割合は

きわめて小さい。彼の設定したワクフ没書がほかにも存在した可能性もある

力謝，テヘラン近郊においてもワクフ財の４村に對して，私有分か８村であ

る。ワクフ没書はその性格上，史料の残存状況がよく，ワクフ財はワクフ設定

以前は私有財産であるため，しばしば私有財産のリストとして扱われる場合が

ある細。しかし，マヌーチェフル・バーンの場合には，ワクフ謹書以外の史料

も豊富であるがゆえに，私有財産のごく一部がワクフとされ，それ以外に莫大

な資産が存在したことが明らかとなった。

　

資産の分布を見ると，彼の獲得した官職と密接な開係があることがわかる。

1239/1834年以前は彼はジャーの宮廷に同行していたが，テヘランではこの時

期のものがｎ没書，それ以降のものが４没書となっている。ギーラーン州には

前述のように1239/1824年に總督ヤフヤー・ミールザーに同行して赴任し，

1250/1834年まで幼少の皇子に代わって政務を執ったが，購入年代の明らかな

ｎ没書のうち８没書までがこの期間に舗する。また，ガズヴィーン州には赴任

していないが，購入した不動産はすべてギーラーンに近い郡にあり，やはり，

すべてギーラーン時代に購入している。エスファハーソ州の場合も知事を務め

匈

　

少なくともイラクのシーア派聖地カーズィマインに對してワクフを行ったことは，

　

〔MM 15b〕より明らかである。

叫

　

岩武昭男「イスラーム壮會とワクフ制度」『岩波講座世界歴史10

　

イスラーム世界

　

の翌展』（岩波書店, 1999) 283o

　　　　　　　　　　　　　　　　　

― 19 ―



223

だ1255/1839年から1263/1847年の聞にほとんどの不動産を購入していること

がわかる倒。

　

ところが，ファールス州の場合は若干事情が異なる。購入年代は1245/1830

年から1247/1831-2年であるが，彼が同州の執政を務めていたのは1250/1835

年から1252/1836年のことで，鮭緬がある。しかし，表にすることはできなか

ったが，誰書目録によれば，これらファールス州の財産は彼が直接購入したも

のではなく，彼のvakilや‘amelと呼ばれる代理人であったマラーゲ出身

の商人5ajjl Molla ‘Ah Maraghe'i が，代理として購入したことがわか

る〔Ｑむぶｅｊａt　１６３―164〕。さらに，シーラーズの住人のMolla Sadeq pesar-e

Karbala'i Gol Mohammad MazandaranI なる人物がハッジー・モッラー・ア

リーの代理人を務めている例すらある。営然のことながら，これほど莫大な資

産の購入・管理には配下に人材を必要とし，それが代理人やその代理という形

で毘書目録に表れているのである。

　

これに對して同じく知事・總督を務めたフーゼスターソ州やケルマーンシャ

ー州に開しては，王室財産目録同様，記載がない。全く資産がなかったとは考

えにくいが，その理由は不明である。

　

購入された不動産の規模はさまざまである。たとえば，エスファハーン州ゴ

ムシェ郡のヴェシャール村に闘してはｎ通もの匯書が存在する。もっとも安價

な契約は，アリー・コリー・バーンなる人物から，村の持ち分の1 ／72を３ト

マーソで購入する1261/1845年の文書である。これに對して，ショクロツラ

ー・ハーゾヌーリー帥からファールス州で購入した４つの枝村と一つの枝村

の２／６，一つの果樹園ともう一つの果樹園の半分は, 1245/1830年の臆書で

8000トマーソもの價格がついているのである。これは営時の不動産の所有形態

の規模を反映していると思われる。つまり，一つの村落が敷名で所有される微

細な形もあれば，敷村を一人が所有する大規模な形態も存在したのである。

細

　

唯一の例外は1269/1853年とされるMar bin郡Ja‘far-abad村であるが，この年代

　

はマスーチェフル・バーンの死後であり, 1259/1843年の誤記であると考えられる。

帥

　

カージャール朝下の有力官僚家系の出身であるこの人物に闘しては，ＦⅣ976-977;

　

長谷川久美「ヌーリ一家とカージャール朝初期のファールス地方」『史林』75-6

　

(1992)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－20－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

222

　

そして，これぱ取引相手の仕會階暦とも関連している。 1000トマーソ以上の

大きな取引を行ったのは，先述のショクロッラー・バーンのほか，エスファハ

ーソ總督を務めたソルターソ・モハソマド・ミールザーｎ，ファールス總督ホ

セイソーアリー・ミールザーの母回，やはり皇子のアリー・コリー・ミールザ

一回，ラシュトのエマーム・ジョムエであったミールザー・マフディー，ラシ

こ，ト出身で各地のヴァズィール職を歴任したミールザー・ムーサー“などであ

り，いずれもカージャール朝宮廷祀會のかなり上層に肩する人々である。彼ら

はすでに大きな資産を所有しており，それを一括してマスーチェフル・バーン

に貰却したのである。

　

これに對して，より價格の低い小さな取引においては，地元の出身者が自分

の所有する村落の持ち分を頁却する例が見られる。たとえば，テヘラン州のケ

ナーレゲルド村に開しては全部で７通の誕書が存在するが，そのうち４通はこ

の村の出身者が責り手である。また，ｎ通もの臆書があるエスファハーソ州の

ヴェシャーレ村に関して，ゴムシェ郡出身者・居住者が３件，ヴェシャーレ出

身者が１件の取引をしている。また，頁り手が複敷の場合も多い。エスファハ

ーソ州のジャアファル・アーバード村の200トマーソの取引ではモハソマド・

サーデダなる人物の相績人３名以上が頁り手となっている。ギーラーン州のビ

ージュール？・アーバード村の452トマーンの取引では責り手はたんと36名に

達している。以上のことから，その地方の住人によって所有され遺産の分割相

績等で細分化された不動産の持ち分を，マヌーチェフル・バーンが一つ一つ購

入し，資産を形成していく過程が明らかとなる。

　

一方，マターチェフル・バーンの所有に節した不動産の種類であるが，表で

剛

　

Seyf al-DowIe. ファトフ・アリー・ジャーの38男。この人物については, Bamdad,

　

2:103.

叫

　

Badr Jahan Khanom. Qader Khan ‘Arab Bastamiの女子で，ファトフ・アリ

　

ー・ジャーの最初の妻［乃k 27-28］。

帥

　

ファトフ・アリー・ジャーの54男で史料£Ｔの著者。後に文部大臣を務める。た

　

だし, 1238/1822年の生まれであり，訳書の日附1236/1820-1に適合しない。ＥＴxvi;

　

Bamdad, 2:442.あるいは，マーザンダラーソ知事を務めだAll NaqI Mirza Rokn

　

al-Dowle (ファトフーアリー・ジャーの８男）の誤りか。

叫

　

この人物についてはRS X 135-136oなお，バームダードはこの人物をMirza

　

Musa Monajiem-bashi Gilanl と同一覗しているが，両者は別人である。Bamdad,

　

4:165｡
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は都市より農村部に多いように見える昿

　

先述のように史料偏差の問題があ

り，断定できない。興味深いのは，村落や土地，バーダ，水車といったもの以

外に，エスファハーソでは鳩塔(borj･ｅ kabiJtarkhan)'**,ギーラーンでは漁場

(mahal-e seyd･ｅmahl)や森林などモの土地に特有の物件が含まれていることで

ある。資産が廣域に亙ったがゆえに，その物件もかなり多様なものとなったの

である。

　

これらの不動産の経管状況を垣間見ることができるのは，臆書目録に記載さ

れている手形(tamassok)や賃貸契約文書(ejarename)である。たとえば, 1262

/1846年の手形は，28ハルヴァール(1 kharv乱･≒300 kg)の小宴と10ハルヴァー

ルの大喪の種(bazr)をマヌーチェフル・バーン所有のエスファハーソ近郊の

一つの村落と７つの枝村の農民(ｒｏ‘aya)に呉え，彼らの間で分配させるもので

ある〔Ｑａｖａｌｅｊａｔ１７０〕。また, 1254/1838-9年のファールスの２村に闘する賃

貸契約誼書では，この村を農民が保有する種子とともに, Faraj ollah なる人

物に３年間賃貸している〔Ｑにぶｅｊａt　１７１〕。このときの賃料は現金，穀物と豆

類，種の三つに分かれており，それぞれ480トマーソ, 172萬マソ，２萬マソと

なっている。別の日附のない賃貸契約鐙書では，甥のミールザー・ダーウー

ド・バーンMirza Da'ud Khan ほか３名に對して，こスファハーン近郊の７

枝村を2,750マンの穀物を賃料として，５年間，賃貸している〔Ｑａりａｌｅ jａt□0〕。

以上のことから，直接の耕作者である農民とは別に，農村や枝村の経管権その

ものを賃貸していたことがあったことがわかる。

　

また，別の鐙言撹書(ｅｓtｅshhadi)“では，エスファハーン近郊のBuzan村の

カナートや水路が荒度し，耕作不能地であったこと，そしてそれをマヌーチェ

フル・バーンが蘇生させたことが明らかになる〔Ｑａｖａｌｅｉｄt□笥。営然のことな

がら，新村開登や荒度地の蘇生も，彼が資産を築く一つの方法であった。しか

し･現存する史料から判断される限りでは，こうした場合は比較的少なく，資

産獲得には主に購入という形態をとったのである同。

匈

　

メロンの肥料となる鳩の糞を集めるための塔。Ｊ．シャルダン，岡田直次詳rペル

　

シア見聞記』（不凡It, 1997) 103-105o

帥

　

esteshhad･nameともいう。敷名の人物が同一の事柄を鐙言するタイプの文書。例

　

としてAstarabad ７:219-323.
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ｍ

　

資産とワクフのその後

　

１

　

財産の没収

　

マフーチェフル・バーンは1263年Ｒａｂび１月５日/1847年２月21日にエスフ

ァハーソで没したが，その後，彼の遺産をめぐってさまざまな問題が翌生する

こととなった。彼の死後９年後に書かれたイギリスの外交文書によれば，その

経緯は以下の通りである。

　　

彼（マフーチェフル・バーン）の死去に際し，彼の財産，それは莫大なも

　　

のであったが，彼がこれまで奴隷であったという根攘に基づき，ペルシア

　　

の王室がその所有権を主張した。しかし，この主張に對して，ロシアの臣

　　

民であるペルシア人ダーウード・バーンが異議を挾み，自分がマヌーチェ

　　

フル・バーンの遺言によって自らの相績権を主張し，條約によればヘルツ

　　

アとの戦争で捕らえられたロシアの捕虜は奴隷になりえないはずだと強く

　　

述べている。この孚いは敷年に亙って績いている[Murrey〕。

さらに，この外交文書は，ボンベイにあったマヌーチェフル・バーンの遺産を

イラン政府が領事館を通じて接収しようとしたところ，ダーウード・バーンが

代理人を派遣して，ボンベイの裁剣所で訴訟を起こしたこと，結局, 1855年に

雨者の聞で和解が成立し，遺産は雙方で分割されるにいたったことを傅える。

なお，別の文献によれば，この問題に関して政府は，奴隷の財産をその死後，

主人が没牧することができるというウラマーのファトワー（法的意見）を得て，

没収したという“。

　

一方，このダーウード・バーンに関しては, 1331/1913年と1917年にその娘

Maryam Khanomが時の内閣宛てに書いた嘆願状が残っている〔Maryam ｌ，

II〕“。これによれば，ダーウード・バーンはマヌーチェフル・バーンの妹の子

㈲

　

この貼地方有力者であったヤズドのバーン家とは對照的である。拙稿「ヤズドの

　

バーン家」參照。

叫

　

μberi Ansarl, 260.同様の論理がオスマン朝でも用いられたことは, F. Muge

　

Gogek, '-MUSADARA ３. １ｎ Ottoman Empire" ＴｈｅＥｎｃｙcl吋)＞ａｅｄｉａｏｆＩｓｌａｍ,

　

New ed.7:653.

細

　

嘆願状の原文書はいずれもイラン現代史研究所に牧められている。〔Maryam ｌ〕の

　

財務省作成の寫し，および開連文書はイラン國民文書機構所蔵。
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であり，土地，家屋，現金，賓石等マヌーチェフル・バーンの財産のすべてを

その生前にイスラーム法に則った譲渡護書(enteqal-name)"*によって譲渡され

たという。この嘆願状の内容を信じるならば，結局，マヌーチェフル・バーン

の財産は一度ダーウード・バーンに譲渡されたが，彼の死後ナーセl=lツ・ディ

ーン・ジャーに没牧され，イラン國籍で新たにイスラームに改宗したマルヤ

ム，ハーノムやロシア國籍のキリスト教徒の他の親族が，遺産の返還を求め

て，政府と交渉を績けていた。

　

さらに，マヌーチェフル・バーンの遺産に闘呉していた人物として，イギリ

ス外交官夫人であったT. Shielf≪が皐げられる。彼女は，先述の債務護書に登

場するエリアス・アソトゥーソの妻であり，夫の死後，イギリス東インド會祀

に務め，のちに外交官となったJustin Shiel と再婚，夫とともにイランに滞

在し，その聞何度もマスーチェフル・バーンに48, 565トマーンの債務の返済を

迫ったが，回教に成功しなかった。再び夫と死別し, 1856年営時はエジプトに

滞在していたが，今度はイギリス政府を通じて，マヌーチェフル・バーンの債

務の返済をイラン政府に迫ることとなったのである〔Murrey〕。営時の時代状

況を反映して，マヌーチェフル・バーンの莫大な遺産の處分は，國際問題にま

で翌展しており，債権者達は外交ルートを通じてその権利を守ろうとしていた

のである。残念ながら，これらの問題が最終的にいかなる形で決着したのか

は，現時鮎では不明である問。

　

さて，これまでの検討を踏まえてここで問題となるのは，資産の所有を保護

するこの護書類が財産没収により，どのように扱われたかである。これについ

て，マルヤム・ハーノムは以下のように述べる。

　　

これらの土地は我々が持っている有数な護書(qabalejat)によりますと，

　　

100片以上であり，テヘランやギーラーンやエスファハーンなどに廣がっ

呻〔Maryam ｌ〕によればこの譲渡讃書は２通あり，嘆願状とともに内閣に提出され

　

た。残念ながらこの鐙書は開連のファイルには含まれていない。

如有名なイラン放行記Ｇｌｉｍｐｓｅｓ ｏｆＬ仔ｅａｎｄＭａｎｎｅｒｓｉｎＰｅｒｓia(London, 1856)

　

の著者。

吻

　

また，貝偏のほどは不明であるがハープ散文載は，マターチェフル・パーツが，晩

　

年庇護していたSayyed ‘Ali Mohammad (Bab)に對してすべての財産を譲渡した

　

とし，その後ハープがハーツジー・ミールザー・アーガースィーに財産の引き渡しを

　

求めたが，返答がなかったと傅えるＷＫ ｎ９〕。
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ております。テヘランの店舗やキャラヴァソサライの護書も(我々の)手に

　　

あり，皆がどのような口食で占有しているのかわかりません〔MaryamI〕。

謐書の上では，マルヤム・ハーノムはこれらの財産の正営な所有者であるはず

であるが，食際にはハーレセや他人の財産となっていたと主張しているのであ

る。テヘラン，ギーラーン，エスファハーソの土地に開する阻書の一部は，先

述のように没収の際にゴレスターン宮殿に移管されたと考えられ，マルヤム・

ハーノムの言は多少割り引いて考える必要があろう。しかし，確かにテヘラン

の店舗やキャラヴァソサライに関する謹書は，阻書目録にも記載されておら

ず，この鮎については信頼しうる。すなわち，イスラーム法に則って作成され

た護書の所在とは無開係に，一部の財産没収は敢行されたのである。

　

ここにすでに，カージャール朝下の法的謐書の鼠捷能力の限界を見ることが

できるが，この問題はさらにワクフ財に波及するのである。

　

２

　

ワクフのその後

　

すでに述べたようにワクフ財の一部，すなわち，ハーソロダ村，コレイソ

村，フィールズ・アーバード村試王室財産目録のなかに含まれている。他の

水利権・枝村に開しては簡便な形式の王室財産目録では省略されている可能性

があるが，少なくとも，完全な村落であったマダスード・アーバード村は王室

財産目録に記載されておらず，没収されなかったと考えられる馬すなわち，

あくまでワクフ財の一部のみが没収されたのである。

　

しかし，前述のワクフ誕書にはこの目録が作成された後にも, 1286/1869年

附が一件〔vaqfnarae 1.216―217〕,1315/1898年附が立憲革命時の著名な法學者

シェイプ・ファズロッラー・ヌーリーのものを含めて２件〔vaqf-name 1.17―19,

40―44],ウラマーの認鐙が追加されている。したがって，この臆書上では没収

より後の時黙でも，これらの物件はワタフ財として真正であることが法學者に

よって確認されているのである。また，ワタフ財の没収の際に紛争が起こった

場合には，鐙書の上になんらかの記述が見られてもよいはずであるが，それも

匈

　

モの理由としてはこの村の一部がハキーム・マドラサのワクフ財でもあったことが

　

関係していよう。
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見あたらない。

　

先のマルヤム・ハーノムの言を踏まえれば，たとえワクフ誼書がワクフ管財

人の手元に残り，法學者の認澄を受けても，しばらくは王室財産として運用さ

れたと考えるのが，安営であろう。少なくとも, 1970年代のこのワクフの事情

を傅えるホセイユー・ボラーギーも，これらのワクフ財には全く言及しておら

ず”，いずれかの時鮎で私有地化したことは確かである。カージャール朝は，

法學者の認圃を無硯して（あるいは可能性としては別の法學者の支持をえて）

ワタフ財を没収したと考えられるのである。

　

ところで，このワクフのその後に関してはさらに疑問がある。ホセイユー・

ボラーギーが前述のように，マヌーチェフル・バーンが1260/1844-5年にタキ

ーエ近くの３軒の店舗をタキーエのワクフとしたとし，これらの店舗がその営

時，すなわち1970年代までワクフ財として残っていた黙である。この３軒の店

舗の牧入は，イマーム・フサインの服喪行事とその際の食事に用いられること

になっていた９．すでに指摘したように，これらの店舗は1260/1844年のワクフ

誼書にも, 1269/1852-3年のテヘラン市の建造物調査報告書にも言及がない。

1269/1852一3年までは，ワクフ財の店舗は存在しなかったと考えた方が自然だ

ろう。

　

しかし, 1317/1899-1900年のテヘラン市の建造物調査報告書では，突

如としてマヌーチェフル・バーンのタキーエのフクフ財として，マヌーチェフ

ル゛’゛－ソの小バーザール(bazarche)が皐がっているのである〔Amdr 508〕。

これは･1269/1852-3年の調査報告書で，故マスーチェフル・パーツの私財と

して皐げられていた38軒の店舗の一部にあたると考えられる叫。マヌーチェフ

ぷ゛‾７が所有しており･彼自身はワクフとしなかった店舗が，死後50年を

経て彼の建設したタキーニのワクフ財となっているのである。そして，ボラー

ギ‾が言及する３軒の店舗は，数的には大幅に減少しているものの，これらの

店舗の一部であることは疑いない。

叫

　

Hoseynl Bolaghi,　Ｔａｒlkh-ｅ'ｏｍｕml-ｅＴｅｈｒａｎ,７９.ホセイユー・ボラーギーは

　

ワクフ廳のワクフ財目録を參照している。

冊
㈲

Hoseynl Bolagh1,　Ｔａｒil乙h-ｅ　’ｏｍｕml.ｅＴｅｈｒａｎ,　79.

エッテハーディーエはこれをキャラヴァソサライの中に含めているが，雨者は本質
i.-r-PFt.､It/W/ふl/一三/M/.二-・-二一犬　~'万　¶/　=ﾚｰ　　－的に異なる施設である。Ettehadiyyｅ. ＩｎｊａＴｅｈｒａ？laｓt、191.
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明らかにマスーチェフル・バーンの死後，これらの店舗がワクフ財となった

のにもかかわらず，ボラーギーがモれをマヌーチェフル・バーンに録し，設定

年代を1260/1844-5年としている事責をどう考えればよいだろうか。ワクフ財

の大部分を失ったはずの1260/1844年のワクフ但書が1310/1921年にワクフ・

教育省に登記されていることを考慮すれば，この但書はタキーエに對するワク

フの起鮎を示すものであると解樺できる。可能性としては，財産没収の結果ワ

タフ財を失ったタキーエを維持するために，カージャール朝が没収した財産の

一部である店舗をタキーエのワクフ財として設定しなおしたことが考えられ

る。

　

これらのことから, 1260/1844年のワクフが親族に利盆をもたらす家族ワク

フとして後々まで機能しえたかはやや疑問であるが，少なくともタキーエの維

持と服喪行事の後援という目的を果たし績げたと考えてよいであろう。ワクフ

財が農村部の村落や水利複から都市の店舗へと大きく愛化しても，マターチェ

フル・バーンの設定したワクフは機能し績け，たとえ細々とではあっても，イ

マームの服喪行事の後援という目的を果たしたのであるｎ。

　

お

　

わ

　

り

　

に

　

本稿でまず明らかとなったのは，元爽，戦争捕虜としてイランに連行され，

したがって営初いかなる財産も持っていなかったマヌーチェフル・バーンが，

宮廷での出世とともに莫大な資産を形成していく過程であった。資産の規模・

分布などについて本稿が提示しえたデータは従爽の研究水準を大きく越えるも

のである。彼の資産が不動産のみならず動産を多く含んでいた鮎も重要であ

る。また，地方の不動産を彼が盛んに購入した事責はカージャール朝の宮廷官

人がこうした取引に大いに開わっていた事賞を示すと同時に，カージャール朝

権力が少しずつ地方へ浸透していく過程をも示唆している。今後，他の官人

の事例を研究し，それと比較することで，その特徴がより明確となるであろ

妁　なお，2000年夏に行った調査では，このタキーエの建物は現存していたが，倉庫と

　

して使用されていた。聞き取りによれば，パフラヴィー期には花の栽培所として使用

　

されていたという。ボラーギーは1970年代には喫茶店(qahve-khane)であったとす

　

るが，その事責は確認できなかった。
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一方で，彼がこれほどまでに資産獲得に努めたのは，彼の出自を反映してい

るとも言える。ジャーとの個人的な関係と自らの能力で宮廷祀會の頂鮎まで登

りつめたマヌーチェフル・バーンには，他のカージャール朝の宮廷官人たちに

比して，部族や親族，地縁といった支持基盤が弱腰であったことが想定され

る。ワクフ屋書に見られたのは，マヌーチェフル・バーンが自らの親族，子孫

の経済的援助に配慮を行うとともに，彼らに緩やかな改宗を促す姿であった。

莫大な資産の蓄積とあわせて，このワクフは彼やその親族がイラン祀會で生き

抜いていくための一つ道を示したと考えられるのである。しかし，現実には，

彼の遺産はフクフ財を含めて國家に没収され，親族はその返還を求めてイラン

政府に對して訴えを起こすこととなった。

　

他方，多くの文書史料を比較検討する過程で明らかとなったのは，イスラー

ム法に基づく屋書類の屋捷能力の限界であった。実買契約但書は，マヌーチェ

フル・バーンの財産の没収の際，親族の手に残り，没収した國家の側もすべて

の物件に関する屋書を獲得したわけではなかった。また，ワタフ謐書の場合で

も，屋書上は全く問題がなく，その後もその合法性がウラマーによって再三に

わたって認屋されているにもかかわらず，実際には國家に没収されている事例

が提示された。これらの事例は軍に文書の護攘能力の問題を越えて，カージャ

ール朝國家とイスラーム法，さらには法の撥い手であるウラマーとの関係とい

う大きな問題を提起するが，これらの事例のみからなんらかの結論を導くこと

はできない”。今後，多くの文書史料を解讃し，分析するなかで，これらの問

題に取り組みたい。

參照一次史料とその略貌

未公刊史料

　

Bond: Translation of Certified Copy of ａ Bond from Manoochehr Khan, Gover-

　　

nor of Ispahan to Elias Antoon. Attached to Great BritainＦ０ 60/209. No. 69.

　　

Murrey to Clarendon. August 8 th, 1856.

　

Hebe･name: Muze-ﾀｅ Kakli-e Golestan, kartun shomare l，duse shomare 62.

冊

　

カージャール朝がサファヴィー朝に比してワクフ雁書の規定をより蓉重した事例に

　

ついては岩武昭男「イランにおけるワクフの徽績」『イスラム世界』42 (1993):12。
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Khaleｓｅ-Ｍ:尽知Ketabkhane-e Majles-e

　

Showra-ye Eslami. shomare 7619.

Ｋｈａｌｅ!ｅ-Ｎ: Ｋｅほbche々ｄｅｈａｔ-ｅ　khalりｅ ｖａ　ｍｏｉｊｕｑｕｆａｔでａ ａｍｌａｋ-e divdn-e a‘la.

　

I: Ketabkhane-e markazi-e Daneshgah-e　Tehran, khatti shomare 8891. II:

　

Ketabkhane-e ‘omuml-e Ayat･ollah al-‘Ozma Ｍａｒ‘ashi Najafl. shomare 7868.

Maryam ｌ: Mo'assese-'e Motale‘at･ｅ Tarikh-e Ｍｏ‘ａ§er-e Iran. 4/744.　Maryam

　

Khanom be Kabme-e Riyasat･ｅ Vozara'. 13 SaJ･ａ拝n 1331. /Sazman-e Asnad-e

　

Melli 240-37/24/3.

Maryam II: Mo'assese-'e Motale‘at-e Tarlkh-e Ｍｏ‘a§er-e Iran. nun-52832. Maryam

　

Khanom be Hey'at･ｅ Vozara' 21 st June, 1917.

ＭＭ: Mohammad ‘All Bahar. Madayehαムj6‰mediyye. MS. British Library･

　

Or. 4512.

Murrey: Great Britain Ｆ０ 60/209. No. 69. Murrey to Clarendon. August 8 th,

　

1856.

Nazr: Sazman-e Asnad-e Melli 296-6/247/2. 22 Safar 1264A. Ｈ，

Picot: H. Picot.“Biographical Notices of Members of the Royal Family, Notables,

　

Merchants, and Clergy". Great Britain Ｆ０８８び7028.

Ｑａｖａｌｅｊａt:Ｋｅほbche-’ｅ ｓabt-ｅ ｑαでｍｌｅｊａｔりａ　ｎｅりｅｓhｔｅｉａｔ-ｅｍｏｉｓjｕｄｌ ｄａｒ　khaｚａｎｅ-e

　

77zひろａΓake-e and.αruniりαsanduqkんane-'e mひbarake. Ketabkhane-'e khosu§i･e

　

aqa-ye Bahman Bayani.

Vaqfname: Savad-e vaqfname-e Manuchehr Khan Ｍｏ‘tamad al-Dowle. Bayganl-e

　

markazi･e Sazman-e Owqaf va Omur-e Kheyriyye. Asnad-e vaqf-e Ostan･ｅ

　

Tehran, shomare 1296.

Vaqfname-e Baha al-Din: Savad-e vaqfname-e Baha al-Din Mohammad Taleqanl.

　

Bayganl-e markazl-e Sazman･e Owqaf va Omur-e Kheyriyye.　Asnad-e vaqf-e

　

Ostan-e Tehran. shomare 890.

Varamin:ぶurat-e amlak-e khぶか耳ε　Υ'ehran. Ketabkhane-ｅAstan･ｅ　Qodds-e

　

Razavi shomare 8649.

ＺＱ:Mirza Fazl-ollah Khavari Shirazl.　ＴａＪかe zu al-qarnり7z.　MS. British

　

Library. Or. 3527.

公刊史料

　

Amar･:Ａｍａｒ-ｅ Ｌ)ｊΓαl-Khelafe-'e Tehran, be-kushesh-e Sirus Sa‘dvandiyan va

　　

Ｍａｎ§ure Ettehadiyye (Tehran. 1368Kh･)･

　

Astarabad:ｊｚふほ砲砲Ａがarabad. be-kushesh-e Masih Zablhi va Manuchehr

　　

Sotude (Tehran. 1347-1354Kh.).

　

£)Ａ:Mirza Mahdl Navvab Tehrani. £)αstur al-aqab. be-tashih va ehtemam-e

　　

Sayyed ‘All Al-e Da'ad (Tehran. 1376Kh･).
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ET: ‘All Qoli Mirza E‘tezad al-Saltane. £恥iΓal-tavdrlkみ.be･ehtemam-e Jamshid

　　

Kiyanfar (Tehran. 1370Kh･).

　

Ｆｙ: IJajji Mirza Hasan　yoseyni　Fasa'l. Farsndme-'e　naseΓI. be-tashih　va

　　

tahshiye az Mansur Rastegar Fasa'l (Tehran. 1367Kh･).

　

Fraser: Fraser, J. B. Narrativeげαゐurney int。尺ん・rasan (London. 1825. rep.

　　

Dehli 1984)｡

　

刀:Mirza yoseyn Khan　Tahvildar.Ｊｏｇｈｒａｆｉｙａ-ｙ　Ｅびａｈａｎ.　be-kushesh-e

　　

Manuchehr SotiJde (Tehran. 1342Kh.).

　

Ｍ４: Mohammad Hasan Khan Ｅ‘temad al-Saltane.　ぶ-Ma'aser va al-asar. be-

　　

kQshesh-e Iraj Afshar (Tehi‘an. 1363Kh･).

　

Morier: Moｔieｒ，3、Ａ ＪｏｕｒｎりｔｈｒｏｕｇｈＰｅｒｓia,　Ａｒｍｅｎｉａａｎｄ Ａｓia　Ｍｉｎｏｒ(Lon-

　　

don. 1812).

　

Ｍｏがilehe-name: Jahanglr Qa'em･maqami. “Sanadi dar bare-'e tarikh-e Tehran"｡

　　

召αΓΓαjiんa-ye tarlkみi 5-1 (1349Kh･):136-138, 141.

　

MS: 'Abd al-Razzaq Maftun Donbo＼i.　Ｍｏ’ａｓｅｒ-ｅＳ０１!ａｎｔ:ｙ:ｙｅ(Tehran. 135lKh.).

　

Ｍｕｒｄｅｒ:E. J. Harden ｅ・ Ｔｈｅ Ｍｕｒｄｅｒ ｏｆ Ｇｒｉｂｏｅｄｏて，こＮｅｗIχＭａtｅｒialｓ(Bir-

　　

mingham. 1979).

　

ｙｘy: yajji Mirza JanI Kashａｍ, Ｎｏｇ!ａt　al-k可ｄαΓほｒlkh-ｅ
！ｏｈｕｒ-ｅｂａｂ Ｄａ

　　

でａｇａｖｅ’･ｅｈａｓhｔ ｓal-ｅ ａｖでal　ａｚ ｔａ７･Ikh-e babiyye. ed. by. E. Browne. Leiden.

　　

1910.

　

ＮＴ; Mirza Mohammad　Taqi　Lesan al-Molk　Sepehr.　Ｎａｓekh　al-tａてｊａｒｔkh：

　　

ｓａ嶮Ｉｎｅ-ｅＱａｊａｒ･iｙｙｅ、tashih va havashi･ｅ Mohammad Baqer BehbudJ (Tehran.

　　

1353Kh･).

　

Rajabzade:卯ぷα7zαぷεμΓsi azゐｔむｱ？-e Qajar: mo‘amelat･ｇαΓｉお｡e keshdvarzl.

　　

be‘kushesh-e Hashem Rajabzade va Kinji Eura (Tokyo. 1999).

　

RS: Reza Qoli Khan Hedayat. 尺O wzat aりαLμ･ye naserl (Tehran.
1339Kh.)

　

‘Sharaye‘:Muhaqqiq Hilll. Tarjc me-tへμΓji･･e sharaye‘al-esla。tarjome-'e

　　

Abu al-Qasem Yazdi. be-kushesh-e Mohammad TaqI
Daneshpazhuh (Tehran.

　　

1374Kh.)｡

　

TAz: Soltan Ahmad Mirza ‘Azod al･Dowle.
　ＴａｒｉｆｅＫ.がｄ。dl. be-kushesh｡ｅ ･Abd

　　

al･5[oseyn Nava'l (Tehran. 2535Sh.).

　

Vaqaye‘:RUzndme-'e Vα,μμ‘｡εｅμφ￥がe. tajdid-e chap fTehran. 1373-1374

　　

Kh･)｡

― 30 ―



212

剱
廓
０
ト
ー
…
ム
ｇ
Ｈ
私
ｌ
匹
社

　

｛
嶺

31－



2ｎ

32－



210

惚
珊
ｅ
匍
Ｊ
‥
｀
Ｊ
べ
艦
９
　
>
Ｖ

(
＾
Ｙ

Ｏ

f
l
g
f
(
？
-
ｎＡ　
P
I
≪
Ｚ
　
Ｓ
Ｚ
Ｕ
-
Ｗ
<
＾
Ｘ
ｆ
Ｊ
-
Ｏ

べ
首
ａ
-
i
e
w
ｉ
ｉ
ｎ
ｓ
f
―
＃

Ｌ
｀
畿
。
。
。
球
脳
ぬ

I
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｂ
ｑ
ｓ
　
:
ａ
ｓ

ｏ
Ｓ
？
Ｂ
ｎ
ｉ
ｒ
ａ
　
:
ｕ
ｒ
ａ
　
i
ｒ
ｅ
ｑ
.
Ｅ
ｑ
ｓ
　
…
Ｓ

　
ｑ
ｓ
＾
ａ
　
^
f
a

ｎ
　
Ｅ
Ｐ
Ｓ
ｍ
ｏ
ｆ
　
:
ｚ
ｒ

Ｉ
Ｂ
Ｐ
Ｂ
Ｏ
ｉ
ｏ
r
:
i
ｒ

ｎ
　
.
Ｍ
Ｂ
Ｓ
^
ｒ
ａ

I
　
.
i
ｑ
＾
ａ
　
:
i
＾

-
ｒ
ｅ
ｉ
Ｂ
ｆ
ｔ
　
:
i
ｓ

i
n
e
i
r
e
t
i
o

　
:
ｍ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ
ｅ
ｍ
ｐ
　
:
ｐ
　
　
　
i
r
e
i
n
o
)
　
:
)

　
　
　
　
　

-
ｆ
ｆ
ｉ
ｉ
ｌ
＾
i
j
O
X

―
i
j
J
^
Ｅ
)

9
1
1
r
e
i
i
-
ｑ
ｑ
ａ
Ｈ
　
:
Ｈ
　
　
　
ａ
ｕ
r
e
ｕ
-
ｊ
ｂ
Ｂ
Ａ
.
　
^
Ａ

Ｉ
Ｐ
ｆ
ｕ
W
^
＾
Ｄ
-
ｉ
)
　
Ｎ
ｌ
Ｐ
ｆ
＾
＾
＾
ｍ
Ｔ
Ｗ
Ｈ

J
m
ｕ
ｙ
-
ｙ

か
砦

　　　　　　

１

　　　　　

ド

11a

　　　　　　

彭hMa顛剣

≫oo

　　　　　　　　　

ＯＸ･ＣＣＩヽヽ1ヽヽ∞(力ひひ･01
詰説ｍｍ贈認諾琵忌話

ll

　　　　　　　　　　　

J球司江。嗣

Ξ

　　　　　　

槃MHIE15ド

　　　　　　

ｊ

　　　

浸ｌ

癌

　　

市

鏃い

□

　　　　　　

ｌ

　　　

ｙ

　　　　　　

・

　　　　　

珊・

　　　　　　

｜ ･．Ｓ　。゜Ｕ

　　　　　　

;。Ｈ

　　

Ｓ

　

¢：：

|･Ｈ

　　　　　　　　　　　　

Ｈ

　　

隨

恭

　　　　　　　　　

緋証識

ｍ

　　　　　　　　

阻ｍ訂蒜

　　　　　　

ｉ

　　　

ド

　　　　　　

ｔ

　　　

l

　　　　　　

j5

　　　

リ

　　　　　　

aj

　　

リ

　　　　　　

影

　　

１

､。

　　　　　

語

　　　

ド

込ｔｉ

　　　　　　　　　　

:高早

　　　　　　

::
コ⊇

　　　　

‰

　　

日

‰岫

　　　　　　

｜

　　　

ド

　　　　　　

ｉ

　　　　　　　

：施

　　　　　　

戸

　　

サ

　　　　　　　　　　　　

；

33-



Such was Yi Kwangsin's stated position. He was determined to reconcile

the Zhu χｉ and Wang Yang-ming schools, or more properly the schools

of Zhu χｉand Hagok. This line of argument surely reflects the social and

intellectual circumstances of the Yi Dynasty which was utterly dominated

by the authority of the Zhu χi school｡

　　

Among the pronouncements of Jeong Jedu, there are found ａ number

that

　

tend to　reconcile the　Zhu χｉ and Wang Yang-ming schools.

Nevertheless, only when his interpretations of the ＴｈｅＧｒｅａtＬｅα「ｎｉｎｅ:

大學and other works are examined thoroughly in contrast to those of Yi

Kwangsin, can one gain ａ renewed appreciation of just how accurate and

systematic was Jeong Jedu's understanding of the Wang Yang-ming school･

As noted above, reflecting on the circumstances of Yi　Dynasty　social

conditions and thought, the ｅχistence of pronouncements, or lack the「e of,

tending to reconcile the two schools cannot be linked in!mediately to ａ

particular intellectual position；and one must, in the end, take the trouble

of eχamining each thinker's concrete understanding of the schools of Zhu

χｉand Wang Yang-ming. It is difficult to endorse the traditional view

that interprets Jeong Jedu's intellectual position as seeking to reconcile

the two schools.

PRIVATE PROPERTY AND VAQF OF MANUCHEHR

　　　　　　　

KHAN MO'TAMAD AL-DOWLE

KONDO Nobuaki

　　　

The

　

first

　

aim

　

of

　

this

　

paper

　

is

　

to

　

illuminate

　

the

　

socio-economic

background of Manuchehr Khan ＭＯ‘tamad al-Dowle, the most powerful

military and political figure in Iran during the firsthalf of the nineteenth

century.

　

An Armenian from Tbilisi who had been taken prisoner in war,

Manuchehr Khan converted to Islam, was castrated and attained faim in

the royal harem as ａ eunuch.　This paper is the first to examine the

socio-economic background of the harem elite of the Qajar Period.

　　　

A second aim of the paper is to clarify the actual circumstances of
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the management of property rights during the Qajar Period. Many of the

historical

　

documents

　

employed

　

in

　

this

　

article

　

have

　

never been used

previously.

　

Therefore, as prerequisite to this study, it is necessary to

distinguish their character. To ｅχplore the questions of for which purposes

the documents were created and which aims the documents served in the

society of the day, is, in other words, to address directly the issue of how

property rights were guaranteed｡

　　

The records used for this article were 1) deeds concerning Manuchehr

Khan, including of debt, gift, settlement, and vaqﾀﾞ｀;2）tｈｅ census of

buildings in Tehran for the years 1852―1853; 3) the inventory of the crown

property during the reign of Naser　al-Din Shah; and 4) the certified

inventory of the palace created in 1873. From these records, one is able

to attain some indication of details of the content of the vast property of

Manuchehr Khan. Furthermore, by ａ comparative ｅχamination of these

documents, one can repeatedly confirm that the deeds that were supposed

to guarantee property rights were not in the possession of the owner. In

illuminating the problem of the state's confiscation of the property of

Manuchehr Khan including the りαがproperty, I have demonstrated one

aspect of how the law was practiced in the society of the day.

－42


